
需給ひっ迫警報の発令

需給ひっ迫警報の発令（続報）

• あらゆる供給対策を踏まえても、広域予備率が３％を下回る見
通しとなった場合、前日16:00を目途に資源エネルギー庁から警
報を発令。

※自然災害や電源の計画外停止が重なるなど、急遽予備率低下が生じるケースにおいては、上記スキームに限らず警報等を発令する場合がある。

• 需給状況が前日時点から改善がされず更新があった場合や、
より厳しい見通しとなった場合、広域予備率が3%未満の場合
に資源エネルギー庁から警報（続報）を発令。

前日16:00目処

当日

※需給ひっ迫のおそれが解消されたと判断される場合には警報を解除する。

緊急速報メール（対象者：不足エリア内の携帯ユーザー）の発出
・不足エリア内の携帯ユーザーに、資源エネルギー庁から「緊急速報メール」を発信。

電力需給ひっ迫時の対応（2023年度）※2022年度と同様

警報発令・節電要請等を行った後も広域予備率が１％を下回る見通しの場合

実需給の２時間程度前

※計画停電等を行う可能性がある場合、一般送配電事業者から実施の可能性を公表する。

需給ひっ迫注意報の発令

前々日18:00目処

需給ひっ迫準備情報の発信
• 蓋然性のある追加供給力対策を踏まえても、エリア予備率5％を下回る見通しとなった場合、前々日18時を目

処に一般送配電事業者から需給ひっ迫準備情報の発信

節電要請※

• あらゆる供給対策を踏まえても、広
域予備率が５～３％の見通しと
なった場合、前日16:00を目途に
資源エネルギー庁から注意報を発令。

※前日16時以降に、気象条件の変化や、電源の計画
外停止等により、広域予備率3％未満の見通しとなった
場合は急遽警報発令となることがあり得る。
※需給ひっ迫のおそれが解消されたと判断される場合には
注意報を解除する。

計画停電の実施を発表

※切迫度に応じて、節電要請の内容を変更

参考資料4




